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日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

告

示

○
土
地
区
画
整
理
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
市
街
地
整
備
部
区
画
整
理
課
）…
一

○
都
道
の
区
域
変
更
…
…
…
…（
建
設
局
道
路
管
理
部
路
政
課
）…
一

正

誤

○
令
和
七
年
十
二
月
二
十
四
日
付
交
通
局
規
程
第
五
十
三
号
…
…
四

○
令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日
付
東
京
消
防
庁
告
示
第
九
号
…
…
四

○
令
和
八
年
二
月
十
日
付
目
次
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

○
令
和
八
年
二
月
十
日
付
東
京
都
告
示
第
百
十
七
号
…
…
…
…
…
五

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
百
七
十
五
号

東
京
都
市
計
画
事
業
瑞
江
駅
西
部
土
地
区
画
整
理
事
業
の
事
業
計

画
を
変
更
し
た
の
で
、
土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第

百
十
九
号
）
第
五
十
五
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
九

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
二
月
二
十
六
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

土
地
区
画
整
理
事
業
の
名
称

東
京
都
市
計
画
事
業
瑞
江
駅
西
部
土
地
区
画
整
理
事
業

二

事
務
所
の
所
在
地

中
央
区
勝
ど
き
一
丁
目
七
番
三
号

東
京
都
第
一
市
街
地
整
備

事
務
所
内

三

事
業
計
画
の
決
定
の
年
月
日

平
成
六
年
七
月
十
一
日

四

事
業
施
行
期
間

平
成
六
年
七
月
十
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

五

変
更
の
内
容

事
業
施
行
期
間
を
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
延
長
す
る
。

六

変
更
の
年
月
日

令
和
八
年
二
月
二
十
六
日

◉
東
京
都
告
示
第
百
七
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
都
道
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
八
年
二
月
二
十
六
日
か
ら
起
算
し
て
二

週
間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
二
月
二
十
六
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

東
京
所
沢

二

変
更
の
区
間

東
久
留
米
市
南
沢
五
丁
目
千
八
百
十
二
番
三
地

先
か
ら
同
市
下
里
二
丁
目
千
百
九
十
八
番
二
十

五
地
先
ま
で

三

変
更
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り
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正

誤

○
令
和
七
年
十
二
月
二
十
四
日
付
交
通
局
規
程
第
五
十
三
号

増
刊
１１３
五
十
一
ペ
ー
ジ
下
段
中
「届

け
は

」
を
「に

つ
い
て

」
に
、

「届
け
の
記
入
内
容
に
つ
い
て
は

」
を
「に

つ
い
て
は

」
に
訂
正
し
、

同
段
後
ろ
か
ら
一
行
目
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

（
経
過
措
置
）

３

こ
の
規
程
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都

交
通
局
企
業
職
員
の
給
料
等
に
関
す
る
規
程
別
記
第
五
号
様
式
に

よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、

な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
委
任
）

４

前
三
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
程
の
施
行
に
関
し
必

要
な
事
項
は
、
職
員
部
長
が
定
め
る
。

五
十
八
ペ
ー
ジ
上
段
一
行
目
か
ら
七
行
目
ま
で
を
削
除
す
る
。

○
令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日
付
東
京
消
防
庁
告
示
第
九
号

八
ペ
ー
ジ
中
段
後
ろ
か
ら
四
行
目
か
ら
同
ペ
ー
ジ
下
段
後
ろ
か
ら

一
行
目
ま
で
を
次
の
よ
う
に
訂
正
す
る
。

◉
東
京
消
防
庁
告
示
第
九
号

東
京
消
防
庁
消
防
信
号
等
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
八
年
東
京

消
防
庁
告
示
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日

東
京
消
防
庁

消
防
総
監

市

川

博

三

第
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
五
条
の
二

山
林
、
原
野
等
に
お
け
る
火
災
の
予
防
を
目
的
と
す

る
火
災
警
報
は
、
次
項
に
定
め
る
区
域
が
属
す
る
市
町
村
に
お
い
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て
強
風
注
意
報
が
発
表
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
市
町
村
に

お
け
る
前
三
日
間
の
合
計
降
水
量
が
一
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ

り
、
か
つ
、
気
象
状
況
が
次
の
い
ず
れ
か
の
基
準
に
該
当
し
た
と

き
に
発
令
し
、
平
常
の
気
象
に
復
し
た
場
合
に
解
除
す
る
。

一

前
三
十
日
間
の
合
計
降
水
量
が
三
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
で

あ
る
と
き
。

二

乾
燥
注
意
報
が
発
表
さ
れ
た
と
き
。

２

前
項
の
火
災
警
報
の
対
象
と
な
る
区
域
は
、
同
項
の
市
町
村
の

区
域
の
う
ち
、
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九

号
）
第
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
知
事
が
定
め
る
地
域
森
林
計
画
及

び
同
法
第
七
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
関
東
森
林
管
理
局
長
が
定

め
る
地
域
別
の
森
林
計
画
の
対
象
と
な
つ
て
い
る
区
域
と
す
る
。

３

第
一
項
の
火
災
警
報
を
発
令
す
る
期
間
は
、
毎
年
一
月
一
日
か

ら
五
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

○
令
和
八
年
二
月
十
日
付
目
次

一
ペ
ー
ジ
上
段
中

「

」
を

「

」
に

訂
正
す
る
。

○
令
和
八
年
二
月
十
日
付
東
京
都
告
示
第
百
十
七
号

四
ペ
ー
ジ
下
段
四
行
目
中
「
都
道
」
を
「
道
路
」
に
、
同
段
九
行

目
か
ら
十
六
行
目
ま
で
を
次
の
よ
う
に
訂
正
す
る
。

一
㈠

道
路
の
種
類

一
般
国
道

㈡

路
線
名

十
四
号

㈢

変
更
の
区
間

江
戸
川
区
中
央
一
丁
目
千
四
百
二
十
六
番
地

先
か
ら
同
所
千
五
百
三
十
四
番
一
地
先
ま
で

㈣

変
更
の
概
要

別
図
表
示
⑴
の
と
お
り

二
㈠

道
路
の
種
類

都
道

㈡

路
線
名

千
住
小
松
川
葛
西
沖

㈢

変
更
の
区
間

江
戸
川
区
中
央
一
丁
目
千
四
百
二
十
六
番
地

先
か
ら
同
所
千
五
百
三
十
四
番
一
地
先
ま
で

㈣

変
更
の
概
要

別
図
表
示
⑵
の
と
お
り
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